
号

外

七�
令

和

五

年

三

月
三
十
一
日

目

次

規

則

○
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

二
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
施
行
規
則

(

同

)

三
六

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

(

教
育
管
理
課)

三
六

人
事
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

三
六

○
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(
同

)

三
七

収
用
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

(

収
用
委
員
会)

三
七

○
岐
阜
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)
三
七

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

規
程

(

選
挙
管
理
委
員
会)

三
八

監
査
委
員
告
示

○
岐
阜
県
監
査
委
員
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

(

監

査

委

員)

三
八

労
働
委
員
会
告
示

○
岐
阜
県
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

(

労
働
委
員
会)

三
八

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

○
岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
規
程

(

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会)

三
九

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
訓
令

○
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

(

選
挙
管
理
委
員
会)

三
九

人
事
委
員
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人
事
委
員
会)

四
〇

監
査
委
員
訓
令

○
岐
阜
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

監

査

委

員)

四
〇

( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日



知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
。

以
下｢

令｣

と
い
う
。)

及
び
岐
阜
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例(

令
和
四
年
岐

阜
県
条
例
第
四
十
一
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
保
有
す
る
個
人

情
報
の
保
護
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
様
式)

第
二
条

法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿

(

別
記
第
一
号
様
式)

と
す
る
。

(

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
の
様
式)

第
三
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
開
示
請
求
書
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書(

別
記

第
二
号
様
式)

と
す
る
。

(

保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書
等
の
様
式)

第
四
条

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書(

別
記
第
三
号
様
式)

と
す
る
。

２

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
不
開
示
決
定
通
知
書(

別
記
第
四
号
様
式)

と
す
る
。

３

条
例
第
三
条
第
二
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
期
限
延
長
通
知
書(

別
記
第
五
号
様

式)

と
す
る
。

４

条
例
第
四
条
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
期
限
特
例
延
長
通
知
書(

別
記
第
六
号
様
式)

と
す
る
。

(

他
の
行
政
機
関
の
長
等
へ
の
開
示
請
求
事
案
移
送
書
等
の
様
式)

第
五
条

法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
案
の
移
送
は
、
他
の
行
政
機
関
の
長
等
へ
の
開
示

請
求
事
案
移
送
書(

別
記
第
七
号
様
式)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書(

別
記
第
八
号

様
式)

と
す
る
。

(

意
見
照
会
書
等
の
様
式)

第
六
条

法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
書
面
に
よ
り
行
う
場
合
の
当
該
書
面
は
、
意

見
照
会
書(

別
記
第
九
号
様
式)

と
す
る
。

２

法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
書
面
は
、
意
見
照
会
書(

別
記
第
十
号
様
式)

と
す
る
。

３

法
第
八
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
意
見
書
は
、
意
見
書(

別
記
第
十
一
号
様
式)

と
す
る
。

４

法
第
八
十
六
条
第
三
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
に
係
る
通
知
書(

別
記
第
十
二

号
様
式)

と
す
る
。

(

写
し
の
交
付)

第
七
条

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
写
し
を
交
付
す
る
場
合
の
部
数
は
、
一
件
の
開
示
請

求
に
つ
き
一
部
と
す
る
。

(

電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
方
法)

第
八
条

法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

電
磁
的
記
録
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

一

知
事
が
保
有
す
る
専
用
機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム(

電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ
て
、
一

の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

を
用
い

て
用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
る
電
磁
的
記
録

当
該
電
磁
的
記
録
を
知
事
が
保
有
す
る
専
用

機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
若
し
く
は
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
若
し

く
は
視
聴
又
は
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
写
し
の
交
付

二

知
事
が
保
有
す
る
専
用
機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
用
紙
に
出
力
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

電
磁
的
記
録

当
該
電
磁
的
記
録
を
知
事
が
保
有
す
る
専
用
機
器
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
い
て
再

生
し
た
も
の
の
閲
覧
、
聴
取
又
は
視
聴

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
、
磁
気
テ
ー
プ
、
磁

気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
物
の
提
供
が
容
易
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
複

写
し
た
物
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
方
法
等
申
出
書
の
様
式)

第
九
条

令
第
二
十
六
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
の
実
施
方
法
等
申
出
書(

別
記

第
十
三
号
様
式)

と
す
る
。
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規

則



(
写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用
の
納
付
の
方
法)

第
十
条

令
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
郵
便
切
手
に
よ
り
納
付
す
る
方
法
そ
の

他
知
事
が
認
め
る
方
法
と
す
る
。

(

保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
の
様
式)

第
十
一
条

法
第
九
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訂
正
請
求
書
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書(

別

記
第
十
四
号
様
式)
と
す
る
。

(

保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書
等
の
様
式)

第
十
二
条

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書(

別
記
第
十
五
号

様
式)

と
す
る
。

２

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
不
訂
正
決
定
通
知
書(

別
記
第
十
六
号
様
式)

と
す
る
。

３

法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
期
限
延
長
通
知
書(

別
記
第
十
七

号
様
式)

と
す
る
。

４

法
第
九
十
五
条
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
期
限
特
例
延
長
通
知
書(

別
記
第
十
八
号

様
式)

と
す
る
。

(

他
の
行
政
機
関
の
長
等
へ
の
訂
正
請
求
事
案
移
送
書
等
の
様
式)

第
十
三
条

法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
案
の
移
送
は
、
他
の
行
政
機
関
の
長
等
へ
の
訂

正
請
求
事
案
移
送
書(

別
記
第
十
九
号
様
式)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書(

別
記
第
二
十

号
様
式)

と
す
る
。

(

保
有
個
人
情
報
訂
正
実
施
通
知
書
の
様
式)

第
十
四
条

法
第
九
十
七
条
の
書
面(

情
報
提
供
等
記
録(

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号)

第
二
十
三
条
第

一
項
及
び
第
二
項(

こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
二
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)
に

規
定
す
る
記
録
に
記
録
さ
れ
た
同
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。)

の
訂

正
を
実
施
し
た
旨
を
通
知
す
る
場
合
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
実
施
通
知

書(

別
記
第
二
十
一
号
様
式)

と
す
る
。

(

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
の
様
式)

第
十
五
条

法
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
停
止
請
求
書
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請

求
書(

別
記
第
二
十
二
号
様
式)

と
す
る
。

(

保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書
等
の
様
式)

第
十
六
条

法
第
百
一
条
第
一
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書(

別
記
第
二
十

三
号
様
式)

と
す
る
。

２

法
第
百
一
条
第
二
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
不
停
止
決
定
通
知
書(

別
記
第
二
十
四
号

様
式)

と
す
る
。

３

法
第
百
二
条
第
二
項
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
期
限
延
長
通
知
書(

別
記
第
二

十
五
号
様
式)

と
す
る
。

４

法
第
百
三
条
の
書
面
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
期
限
特
例
延
長
通
知
書(

別
記
第
二
十

六
号
様
式)

と
す
る
。

(

審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
通
知
書
の
様
式)

第
十
七
条

法
第
百
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
十
六
条
第
三
項
の
書
面
は
、
審
査
請
求

に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
通
知
書(

別
記
第
二
十
七
号
様
式)

と
す
る
。

(

法
の
施
行
の
状
況
の
公
表)

第
十
八
条

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
県
が
開
設
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
一
年
岐

阜
県
規
則
第
八
号)

は
、
廃
止
す
る
。
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号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )10



( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )12



( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )14



( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �15



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )16



( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �17



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )18



( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �19



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )20



( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �21



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )22



( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �23



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )24



( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �25



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )26



( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �27



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )28



( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �29



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )30



( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �31



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )32



( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �33



号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )34



( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �35



岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
四
号

岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例
施
行
規
則

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
条
例(

令
和
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
二
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会(

以
下｢

審
査
会｣

と
い
う
。)

の
運

営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

会
議
及
び
議
事)

第
二
条

審
査
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

２

審
査
会
の
会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

審
査
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の

決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

調
査
審
議
手
続
の
非
公
開)

第
三
条

審
査
会
の
行
う
調
査
審
議
の
手
続
は
、
公
開
し
な
い
。

(

庶
務)

第
四
条

審
査
会
の
庶
務
は
、
総
務
部
法
務
・
情
報
公
開
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

(

委
任)

第
五
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
査

会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則(

平
成
十
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
号)

は
、
廃
止
す
る
。

岐
阜
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

堀

貴

雄

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

岐
阜
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号)

、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
施
行
令(

平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号)

及
び
岐
阜
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例(

令
和
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
規
定
に
基
づ
く
岐
阜
県
教
育
委
員
会
が
保
有
す
る

個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則(

令
和
五
年
岐

阜
県
規
則
第
二
十
一
号)

の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

岐
阜
県
教
育
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号)

は
、
廃
止
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

岐
阜
県
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

岐
阜
県
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和５年３月31日 ( )36
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個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号)

、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
施
行
令(

平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号)

及
び
岐
阜
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例(
令
和
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
規
定
に
基
づ
く
岐
阜
県
人
事
委
員
会
が
保
有
す
る

個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則(

令
和
五
年
岐

阜
県
規
則
第
二
十
一
号)

の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

岐
阜
県
人
事
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号)

は
、
廃
止
す
る
。

事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
に
関
す
る
規
則(

昭
和
五
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢(

以
下｢

委
員
会｣

と
い
う
。)｣

を
削
り
、
第
二
十
二
号
中｢

及
び｣

を｢

並
び
に
公
開
決
定
等

及
び
公
開
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る｣

に
改
め
、
第
二
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
三

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
次
号
に
お
い
て

｢

個
人
情
報
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
保
護
委
員
会

へ
の
報
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
本
人
に
対
す
る
通
知
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
四
号
中｢

個
人
情
報
保
護
条
例｣

を｢

個
人
情
報
保
護
法｣

に
、｢

個
人
情
報
の｣

を｢

保

有
個
人
情
報
の｣

に
、｢

の
請
求
に
対
す
る
決
定
等
並
び
に｣

を｢

並
び
に
開
示
決
定
等
、
訂
正
決
定

等
、
利
用
停
止
決
定
等
並
び
に
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
及
び
利
用
停
止
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
収
用
委
員
会

会

長

森

裕

之

岐
阜
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号

岐
阜
県
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号)

、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
施
行
令(

平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号)

及
び
岐
阜
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例(

令
和
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
規
定
に
基
づ
く
岐
阜
県
収
用
委
員
会
が
保
有
す
る

個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則(

令
和
五
年
岐

阜
県
規
則
第
二
十
一
号)

の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

岐
阜
県
収
用
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号)

は
、
廃
止
す
る
。

岐
阜
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
収
用
委
員
会

会

長

森

裕

之

岐
阜
県
収
用
委
員
会
規
則
第
二
号

岐
阜
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則(

昭
和
五
十
四
年
岐
阜
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
四
十
六
号
を
削
り
、
同
項
第
四
十
七
号
中｢

個
人
情
報
保
護
条
例｣

を｢

個
人
情

( ) 令和５年３月31日 岐 阜 県 公 報 号 外 �37

収
用
委
員
会
規
則



報
の
保
護
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号)｣

に
、｢

個
人
情
報
の｣

を｢

保
有
個
人

情
報
の｣
に
改
め
、｢

の
請
求
に
対
す
る
決
定
等｣

を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
四
十
六
号
と
し
、
同
項

第
四
十
八
号
を
同
項
第
四
十
七
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号)

、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
施
行
令(

平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号)

及
び
岐
阜
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例(

令
和
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
規
定
に
基
づ
く
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
が
保
有

す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則(
令
和
五

年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号)

の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

監
査
委
員
告
示

岐
阜
県
監
査
委
員
告
示
第
一
号

岐
阜
県
監
査
委
員
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
監
査
委
員

林

幸

廣

岐
阜
県
監
査
委
員

国

枝

慎
太
郎

岐
阜
県
監
査
委
員

鈴

土

靖

岐
阜
県
監
査
委
員

長

縄

直

子

岐
阜
県
監
査
委
員

南

圭

一

岐
阜
県
監
査
委
員
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号)

、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
施
行
令(

平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号)

及
び
岐
阜
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例(

令
和
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
規
定
に
基
づ
く
岐
阜
県
監
査
委
員
が
保
有
す
る
個

人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則(

令
和
五
年
岐
阜

県
規
則
第
二
十
一
号)

の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

岐
阜
県
監
査
委
員
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
係
る
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る

規
程(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
監
査
委
員
告
示
第
四
号)

は
、
廃
止
す
る
。

労
働
委
員
会
告
示

岐
阜
県
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号

岐
阜
県
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
労
働
委
員
会

会

長

秋

保

賢

一

岐
阜
県
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号)

、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
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る
法
律
施
行
令(

平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号)

及
び
岐
阜
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例(
令
和
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
規
定
に
基
づ
く
岐
阜
県
労
働
委
員
会
が
保
有
す
る

個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則(

令
和
五
年
岐

阜
県
規
則
第
二
十
一
号)

の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

岐
阜
県
労
働
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
係
る
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す

る
規
程(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
地
方
労
働
委
員
会
告
示
第
一
号)

は
、
廃
止
す
る
。

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

酒

匂

貞

夫

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
程

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号)

、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
施
行
令(

平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号)

及
び
岐
阜
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施

行
条
例(

令
和
四
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
規
定
に
基
づ
く
岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
規
則

(

令
和
五
年
岐
阜
県
規
則
第
二
十
一
号)

の
規
定
の
例
に
よ
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
係
る
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の

施
行
に
関
す
る
規
程(

平
成
十
一
年
岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号)

は
、
廃
止
す

る
。

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
訓
令

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
訓
令
第
一
号

事

務

局

各
地
方
事
務
局

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
等
処
務
規
程(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

訓
令
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
八
号
中

｢

岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例

(

平
成
十
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
一
号
。
以
下

｢

個
人
情
報
保
護
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
七
条
に
規
定
す
る
個
人
情
報｣

を｢

個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下｢

個
人
情
報
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
八
十
二
条

の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報｣

に
、｢

次
号
及
び
第
十
号｣

を｢

以
下
こ
の
条｣

に
、｢

決
定
等｣

を

｢

決
定
及
び
通
知
、
岐
阜
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例(

令
和
四
年
岐
阜
県
条
例
第

四
十
一
号
。
以
下｢

法
施
行
条
例｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
の
期
間

の
延
長
及
び
通
知
並
び
に
法
施
行
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
通
知｣

に
改
め
、
同
条
第
九
号
中｢

個

人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
個
人
情
報｣

を｢

個
人
情
報
保
護
法
第
九
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
保
有
個
人
情
報｣

に
、｢

決
定
等｣

を｢

決
定
及
び
通
知
、
個
人
情
報
保
護
法
第
九
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
決
定
等
の
期
間
の
延
長
及
び
通
知
並
び
に
個
人
情
報
保
護
法
第
九
十
五
条
の

規
定
に
よ
る
通
知｣

に
改
め
、
同
条
第
十
号
中｢

個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
三
条
の
六
に
規
定
す
る

個
人
情
報｣
を｢
個
人
情
報
保
護
法
第
百
一
条
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報｣

に
、｢

決
定
等｣

を

｢

決
定
及
び
通
知
、
個
人
情
報
保
護
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
決
定
等
の
期
間
の

延
長
及
び
通
知
並
び
に
個
人
情
報
保
護
法
第
百
三
条
の
規
定
に
よ
る
通
知｣

に
改
め
る
。
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第
六
条
第
三
号
中｢

個
人
情
報
保
護
条
例
第
十
七
条
に
規
定
す
る
個
人
情
報｣

を｢

個
人
情
報
保
護

法
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報｣

に
、｢

次
号
及
び
第
五
号｣

を｢

以
下
こ
の
条｣

に
、

｢

決
定
等｣
を｢

決
定
及
び
通
知
、
法
施
行
条
例
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
の
期
間

の
延
長
及
び
通
知
並
び
に
法
施
行
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
通
知｣

に
改
め
、
同
条
第
四
号
中｢

個

人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
個
人
情
報｣

を｢

個
人
情
報
保
護
法
第
九
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
保
有
個
人
情
報｣
に
、｢

決
定
等｣

を｢

決
定
及
び
通
知
、
個
人
情
報
保
護
法
第
九
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
決
定
等
の
期
間
の
延
長
及
び
通
知
並
び
に
個
人
情
報
保
護
法
第
九
十
五
条
の

規
定
に
よ
る
通
知｣

に
改
め
、
同
条
第
五
号
中｢

個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
十
三
条
の
六
に
規
定
す
る

個
人
情
報｣

を｢

個
人
情
報
保
護
法
第
百
一
条
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報｣

に
、｢

決
定
等｣

を

｢

決
定
及
び
通
知
、
個
人
情
報
保
護
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
決
定
等
の
期
間
の

延
長
及
び
通
知
並
び
に
個
人
情
報
保
護
法
第
百
三
条
の
規
定
に
よ
る
通
知｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
訓
令
甲

岐
阜
県
人
事
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号

事
務
局
一
般

岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長

栗

山

知

岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程(

昭
和
三
十
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

個
人
情
報｣

を

｢

保
有
個
人
情
報｣

に
、｢

の
請
求
に
対
す
る
決
定
等｣

を

｢

に
関
す
る
こ
と｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

監
査
委
員
訓
令

岐
阜
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

監
査
委
員
事
務
局

岐
阜
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

岐
阜
県
監
査
委
員

林

幸

廣

岐
阜
県
監
査
委
員

国

枝

慎
太
郎

岐
阜
県
監
査
委
員

鈴

土

靖

岐
阜
県
監
査
委
員

長

縄

直

子

岐
阜
県
監
査
委
員

南

圭

一

岐
阜
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
監
査
委
員
事
務
局
規
程(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
五
号
を
削
り
、
同
項
第
六
号
中｢

個
人
情
報
保
護
条
例｣

を｢

個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律(

平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号)｣

に
、｢

個
人
情
報
の｣

を｢

保
有
個
人
情
報
の｣

に
改
め
、｢

の
請
求
に
対
す
る
決
定
等｣

を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
七
号
を
同
項

第
六
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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